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医療保険制度の運営効率化について

平成14年12月25日

厚 生 労 働 省

社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化について

健康保険法等の一部を改正する法律（平成１４年法律第１０２号）附則第２条第３項第

２号の規定に基づき、政府は、おおむね２年を目途に、社会保険庁の業務運営の効率化及

び事務の合理化（以下「社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化」という。）について

、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとされてい

るところであるが、社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化については、以下により推

進するものとする。

Ⅰ．社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化に係る今後の動向と課題

（１）的確な適用と保険料収納の確保

厳しい経済情勢下において産業構造や雇用形態の変化が進みつつあり、社会保険の

適用（対象事業所や被保険者の把握など）や保険料の徴収に関し、処理件数とともに

適用漏れや未納・滞納等処理困難なケースが増加してきている。

「的確な適用」と「保険料収納の確保」は保険制度運営の基本であり、効率的で重

点的な業務処理体制を整備する必要がある。

（２）医療保険者機能の強化

政府管掌健康保険の保険者として「保険者機能の強化」が要請されている。被保険

者の資格確認事務を合理化しつつ、他方でレセプトの内容点検の充実を図るなど、給

付の適正化を効率的に進めていく必要がある。
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（３）年金相談の効率的実施と裁定事務の迅速化

人口の高齢化・年金受給権者の増加に伴い、年金裁定のほか年金からの所得税の源

泉徴収や介護保険料の徴収も含め、処理件数が年々増加している。また、これと並行

して、年金の相談件数が急増してきている。

今後、年金個人情報を提供していく体制を整備するとともに、効率的な年金裁定や

相談処理を進め、サービスの質の向上を図っていく必要がある。

Ⅱ．社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化の具体的内容、実施手順及び

年次計画

これらの課題に業務を重点化し対処していくため、

①現行の各種業務の運営方法を効率性の観点からあらためて見直すとともに、情報処

理技術の活用、定型的業務のアウトソーシングや一括共同処理などにより徹底した

事務の効率化・合理化を図る、

②事務の効率化・合理化を図ることにより、職員を対人サービスの業務（保険料徴収

や年金相談など、被保険者・受給者や事業主に説明を行い、その理解を得ながら進

めなければならない業務）にできるだけシフトさせ上記課題に取り組む

こととし、以下に掲げる施策を推進するものとする。

１．的確な適用と保険料収納の確保

経済・雇用の変動に伴い、適用事務（対象事業所・被保険者の把握・標準報酬の決

定等）や保険料徴収事務に関し、処理すべき件数や処理困難な事例が増加してきてお

り、これに対応できる効率的な業務運営体制を整備する。

（１）申請届出の簡素・合理化

①ＩＴの活用による効率化

労働保険と合わせてインターネットによる申請・届出を可能とし、事業主の便宜

を高めるとともに、届出内容をそのままの形で社会保険オンラインシステムに記録

することにより、社会保険事務所での入力事務を省く。（平成１５年度実施予定）

②複数事業所の一括適用

事業主が同一である複数の事業所において人事管理が一体として行われている等

の場合には、一事業所として政管健保と厚生年金保険の一括適用を行い、事業主が

届書の提出や保険料の納付を一の社会保険事務所で行うことを可能とする。（平成

１６年度実施予定）

（２）的確な適用

①事業所調査の重点化

被保険者の報酬等の届出がなされる機会に行っている適用状況調査について、そ
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の対象を全事業所からパート労働者が多い事業所等に重点化することとし、事業主

の負担を軽減するとともに、事務処理を効率化する。

なお、これにより調査の対象から除かれた事業所については、必要に応じ、随時

事後調査を実施する。（平成１５年度実施予定）

②未適用事業所の解消

雇用保険担当部局との間で事業所情報を交換することにより、社会保険の未適用

事業所及び事業所偽装倒産の把握を容易にするとともに、その解消を推進する。（

平成１５年度実施予定）

③被保険者本人に対する標準報酬月額等の通知

被保険者に対し、標準報酬月額等の記録を通知することにより、自らが加入状況

を確認できることとする。なお、実施に際しては、医療費通知と併せて通知するこ

とを検討する。（平成１７年度以降実施予定）

（３）内部事務処理の効率化

①入力業務の外注化（アウトソーシング）

紙で提出された申請・届出については、オンラインシステムに記録するための事

務処理を外注化する。これにより、インターネット等による申請受付とあいまって

、入力事務の省力化を図る。（平成１５年度から順次実施予定）

②事務の集約化

社会保険事務所で行っている納入告知書等の作成・送付事務を都道府県単位に集

約化し、事務の効率化を図る。（平成１５年度から順次実施予定）

（４）収納確保の推進

保険料の収納確保については、納付督励の早期着手など、収納対策の強化に努める

とともに、以下に掲げる施策を推進する。

①社会保険･労働保険徴収事務センター（仮称）の設置、収納対策の強化

社会保険･労働保険徴収事務センター（仮称）を全国の社会保険事務所（３１２

か所）に設置し、社会保険及び労働保険の保険料徴収事務を一元的に処理する。（

平成１５年度実施予定）

②コンビニエンスストアでの国民年金保険料の収納

国民年金保険料については、平成１４年度から収納事務が市町村から国に移管さ

れたことを契機として、事務執行体制の効率化を図り、収納率向上に努力している

ところである。その一環として保険料納付窓口を郵便局、農協等ほとんどの金融機

関に拡充したところであるが、新たにコンビニエンスストアにおいても保険料を納
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付できるようにする。（平成１６年度本格実施予定）

③インターネット等を利用した社会保険料の収納

インターネット等を利用した保険料の納付を可能とし、納付形態を多様化するこ

とにより、事業主や被保険者の負担軽減と利便性の向上を図るとともに、収納率の

向上を図る。（平成１６年度実施予定）

２．医療給付の適正化

政府管掌健康保険について、保険者機能の強化を図る観点から、被保険者の資格管

理事務を合理化した上で、レセプト点検の一層の充実等を図る。

①被保険者証のカード化、資格確認システムの導入

被保険者等の利便の向上を図るため、被保険者証のカード化を進める。さらに、被

保険者証カードの高機能化を図るとともに、受診時点で医療機関が被保険者資格の有

無を確認できるシステムを導入する。（被保険者証のカード化：平成１５年度から順

次実施予定、資格確認システムの導入：平成１７年度以降実施予定）

②内容点検の推進

電子レセプトが普及するまでの間、紙レセプトを電子媒体（ＤＶＤ）に保存する。

これにより、レセプトの保管管理及び検索・抽出が容易となるため、縦覧点検（受診

内容を連続月で点検）を効率的に進めることができる。（平成１５年度から順次実施

予定）

③医療費通知の充実

医療費に係る情報の提供を推進するため、医療費通知の拡充を図る（対象月を現行

の２か月分から１年分に拡大）。（平成１５年度実施予定）

④健康増進事業の推進

生活習慣病のリスクの高い被保険者等に対し、運動、栄養等の生活習慣の改善のた

めの指導を実施する。さらに、その実施状況を踏まえ、地域の実情に応じた効率的な

健康増進のための事業の実施方法を検討する。（平成１５年度以降順次実施予定）

３．年金相談の効率的実施及び裁定事務の迅速化

年金相談件数の急増をはじめとした年金関係業務の増大に対応するため、個人情報

の提供体制を整備するとともに、年金裁定・相談処理の効率化、質の向上を図る。

（１）個人情報の提供による年金相談と裁定事務の効率化

①社会保険事務所での具体的な年金見込額の情報提供対象者の拡大

社会保険事務所における年金相談に際し、具体的な年金見込額に関し情報提供を
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行う対象者の範囲を５８歳以上から５０歳以上に引き下げる。（平成１５年度から

段階的に実施予定）

②５８歳到達者に対する被保険者記録の通知

年金受給が近づいた５８歳到達者に対し、被保険者記録を直接通知する。（平成

１５年度実施予定）

③インターネットによる裁定請求の受付

個人認証に基づき、インターネットを活用した裁定手続を可能とする。（平成１

５年度実施予定）

これらの施策により、被保険者サービスを充実するとともに、年金申請前に被保険

者記録の整理確認が可能となり、裁定事務の省力化とスピードアップが図られる。ま

た、今後の裁定件数増加に伴う事務の集中を平準化する。

（２）年金相談事務の多様化

①電話相談体制の集約化

電話相談について社会保険事務所単位から都道府県といった広域単位に相談体制

を集約することにより効率化を図る。（平成１５年度から順次実施予定）

②個人記録に基づく電話による具体的な年金相談

本人確認手段を講じることにより、個人記録に基づく具体的な年金相談に電話で

対応できるようにする。（平成１５年度から順次実施予定）

③インターネットによる年金見込額等の情報提供

個人認証に基づき、インターネットを通じた照会を可能とし、被保険者記録、年

金見込額等の情報を提供できるようにする。（平成１６年度実施予定）

これらの施策により、相談を受ける形態を多様化し、相談機会を広げることにより

サービスの充実を図るとともに、対面相談の負担軽減を図る。

（３）年金裁定時の事務の簡素化

①ターンアラウンド方式による年金裁定請求用紙の送付

年金の受給を間近に控えた者に対し、あらかじめ基本事項を印字した年金裁定請

求用紙を本人宛に送付する（ターンアラウンド方式）ことにより、年金請求者の利

便性の向上と裁定時の事務の簡素化を図る。（平成１７年度以降実施予定）

②住民基本台帳ネットワークシステムの活用

住民基本台帳ネットワークシステムを活用することにより、届書の添付書類のう

ち住民票の写し等を不要とする。（平成１５年度実施予定）
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Ⅲ．社会保険庁の業務運営効率化・事務合理化の着実な推進

社会保険庁においては、今後の情報通信技術の発展、経済社会情勢の変化及び実施機

関における施策の推進状況等を踏まえて、適宜、施策の進め方に関し所要の見直しを行

いつつ、業務運営効率化・事務合理化が円滑かつ着実にその成果を上げられるよう努め

るものとする。


